
ＮＯｘ・ＰＭ法に係るステッカー交付の流れについて

基準適合表示（ステッカー）の交付を
受けようとするもの（運送事業者）

地方協会に
申請方法を確認

※地方協会等の指示に従い申請手続きを行ってください。

国土交通省（環境課）

環境省

① 申請書提出

② 申請書送付

内容チェック後、申請書等を環境省へ送付

④ ステッカー送付

③ ステッカー送付

会員事業者

① 申請
※返信用切手を
貼付した返信用
封筒を同封して
申請

② ステッカー送付

非会員事業者


